
第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
（自）令和  7 年  4 月  1 日　（至）令和  8 年  3 月 31 日

社会福祉法人名　松風会
（単位：円）

保育事業収入 000,001,703 386,491,492 713,509,21

借入金利息補助金収入 000,031 000,621 000,4

経常経費寄附金収入 000,01 000,01 0

受取利息配当金収入 000,613 423,103 676,41

その他の収入 000,072,1 261,661,1 838,301

事業活動収入計(1) 000,628,803 961,897,592 138,720,31

人件費支出 000,074,452 206,567,452 206,592△

事業費支出 000,082,43 297,281,43 802,79

事務費支出 000,198,02 707,285,02 392,803

支払利息支出 000,031 835,621 264,3

その他の支出 000,001,1 001,899 009,101

事業活動支出計(2) 000,178,013 937,556,013 162,512

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 000,540,2△ 075,758,41△ 075,218,21

施設整備等補助金収入 000,884,1 000,884,1 0

施設整備等収入計(4) 000,884,1 000,884,1 0

設備資金借入金元金償還金支出 000,884,1 000,884,1 0

固定資産取得支出 000,005 086,484 023,51

施設整備等支出計(5) 000,889,1 086,279,1 023,51

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 000,005△ 086,484△ 023,51△

積立資産取崩収入 000,000,9 000,000,9 0

その他の活動収入計(7) 000,000,9 000,000,9 0

積立資産支出 000,054,6 996,332,7 996,387△

その他の活動支出計(8) 000,054,6 996,332,7 996,387△

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 000,055,2 103,667,1 996,387

予備費支出(10)
000,5

0
― 000,5

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 0 949,575,31△ 949,575,31

前期末支払資金残高(12) 0 104,971,55 104,971,55△

当期末支払資金残高(11)+(12) 0 254,306,14 254,306,14△
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勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考



第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表
（自）令和  7 年  4 月  1 日　（至）令和  8 年  3 月 31 日

社会福祉法人名　松風会
（単位：円）

保育事業収入 0 438,311,271 948,080,221 386,491,492 0 386,491,492

借入金利息補助金収入 0 0 000,621 000,621 0 000,621

経常経費寄附金収入 0 000,01 0 000,01 0 000,01

受取利息配当金収入 226,04 953,802 343,25 423,103 0 423,103

その他の収入 0 269,316 002,255 261,661,1 0 261,661,1

事業活動収入計(1) 226,04 551,649,271 293,118,221 961,897,592 0 961,897,592

人件費支出 0 014,470,641 291,196,801 206,567,452 0 206,567,452

事業費支出 0 082,164,02 215,127,31 297,281,43 0 297,281,43

事務費支出 111,625 167,970,11 538,679,8 707,285,02 0 707,285,02

支払利息支出 0 0 835,621 835,621 0 835,621

その他の支出 0 003,785 008,014 001,899 0 001,899

事業活動支出計(2) 111,625 157,202,871 778,629,131 937,556,013 0 937,556,013

事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 984,584△ 695,652,5△ 584,511,9△ 075,758,41△ 0 075,758,41△

施設整備等補助金収入 0 0 000,884,1 000,884,1 0 000,884,1

施設整備等収入計(4) 0 0 000,884,1 000,884,1 0 000,884,1

設備資金借入金元金償還金支出 0 0 000,884,1 000,884,1 0 000,884,1

固定資産取得支出 0 086,482 000,002 086,484 0 086,484

施設整備等支出計(5) 0 086,482 000,886,1 086,279,1 0 086,279,1

施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 0 086,482△ 000,002△ 086,484△ 0 086,484△

積立資産取崩収入 0 0 000,000,9 000,000,9 0 000,000,9

拠点区分間繰入金収入 000,005 0 0 000,005 000,005△ 0

その他の活動収入計(7) 000,005 0 000,000,9 000,005,9 000,005△ 000,000,9

積立資産支出 0 991,644,1 005,787,5 996,332,7 0 996,332,7

拠点区分間繰入金支出 0 000,005 0 000,005 000,005△ 0

その他の活動支出計(8) 0 991,649,1 005,787,5 996,337,7 000,005△ 996,332,7

その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 000,005 991,649,1△ 005,212,3 103,667,1 0 103,667,1

当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 115,41 574,784,7△ 589,201,6△ 949,575,31△ 0 949,575,31△

前期末支払資金残高(11) 154,292,12 988,319,61 160,379,61 104,971,55 0 104,971,55

当期末支払資金残高(10)+(11) 269,603,12 414,624,9 670,078,01 254,306,14 0 254,306,14
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勘定科目 本部 みどり保育園西船みどり保育園 合計 内部取引消去事業区分合計



第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
（自）令和  7 年  4 月  1 日　（至）令和  8 年  3 月 31 日

社会福祉法人名　松風会
（単位：円）

保育事業収益 386,491,492 298,823,782 197,568,6

経常経費寄附金収益 000,01 0 000,01

その他の収益 260,09 000,04 260,05

サービス活動収益計(1) 547,492,492 298,863,782 358,529,6

人件費 103,992,652 722,787,432 470,215,12

事業費 297,281,43 947,200,33 340,081,1

事務費 707,285,02 282,328,12 575,042,1△

減価償却費 663,477,81 083,131,91 410,753△

国庫補助金等特別積立金取崩額 339,779,5△ 339,779,5△ 0

サービス活動費用計(2) 332,168,323 507,667,203 825,490,12

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 884,665,92△ 318,793,51△ 576,861,41△

借入金利息補助金収益 000,621 000,541 000,91△

受取利息配当金収益 423,103 777,83 745,262

その他のサービス活動外収益 001,670,1 057,311,1 056,73△

サービス活動外収益計(4) 424,305,1 725,792,1 798,502

支払利息 835,621 288,541 443,91△

その他のサービス活動外費用 001,899 057,380,1 056,58△

サービス活動外費用計(5) 836,421,1 236,922,1 499,401△

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 687,873 598,76 198,013

経常増減差額(7)=(3)+(6) 207,781,92△ 819,923,51△ 487,758,31△

施設整備等補助金収益 000,884,1 000,884,1 0

特別収益計(8) 000,884,1 000,884,1 0

固定資産売却損・処分損 3 0 3

国庫補助金等特別積立金積立額 000,884,1 000,884,1 0

特別費用計(9) 300,884,1 000,884,1 3

特別増減差額(10)=(8)-(9) 3△ 0 3△

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 507,781,92△ 819,923,51△ 787,758,31△

前期繰越活動増減差額(12) 538,283,011 357,217,021 819,923,01△

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 031,591,18 538,283,501 507,781,42△

基本金取崩額（14） 0 0 0

その他の積立金取崩額（15） 000,000,9 000,000,5 000,000,4

その他の積立金積立額（16） 000,002,5 0 000,002,5

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 031,599,48 538,283,011 507,783,52△
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第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表
（自）令和  7 年  4 月  1 日　（至）令和  8 年  3 月 31 日

社会福祉法人名　松風会
（単位：円）

保育事業収益 0 438,311,271 948,080,221 386,491,492 0 386,491,492

経常経費寄附金収益 0 000,01 0 000,01 0 000,01

その他の収益 0 266,6 004,38 260,09 0 260,09

サービス活動収益計(1) 0 694,031,271 942,461,221 547,492,492 0 547,492,492

人件費 0 906,028,641 296,874,901 103,992,652 0 103,992,652

事業費 0 082,164,02 215,127,31 297,281,43 0 297,281,43

事務費 111,625 167,970,11 538,679,8 707,285,02 0 707,285,02

減価償却費 0 179,545,01 593,822,8 663,477,81 0 663,477,81

国庫補助金等特別積立金取崩額 0 587,025,4△ 841,754,1△ 339,779,5△ 0 339,779,5△

サービス活動費用計(2) 111,625 638,683,481 682,849,831 332,168,323 0 332,168,323

サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 111,625△ 043,652,21△ 730,487,61△ 884,665,92△ 0 884,665,92△

借入金利息補助金収益 0 0 000,621 000,621 0 000,621

受取利息配当金収益 226,04 953,802 343,25 423,103 0 423,103

その他のサービス活動外収益 0 003,706 008,864 001,670,1 0 001,670,1

サービス活動外収益計(4) 226,04 956,518 341,746 424,305,1 0 424,305,1

支払利息 0 0 835,621 835,621 0 835,621

その他のサービス活動外費用 0 003,785 008,014 001,899 0 001,899

サービス活動外費用計(5) 0 003,785 833,735 836,421,1 0 836,421,1

サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 226,04 953,822 508,901 687,873 0 687,873

経常増減差額(7)=(3)+(6) 984,584△ 189,720,21△ 232,476,61△ 207,781,92△ 0 207,781,92△

施設整備等補助金収益 0 0 000,884,1 000,884,1 0 000,884,1

拠点区分間繰入金収益 000,005 0 0 000,005 000,005△ 0

特別収益計(8) 000,005 0 000,884,1 000,889,1 000,005△ 000,884,1

固定資産売却損・処分損 0 0 3 3 0 3

国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 000,884,1 000,884,1 0 000,884,1

拠点区分間繰入金費用 0 000,005 0 000,005 000,005△ 0

特別費用計(9) 0 000,005 300,884,1 300,889,1 000,005△ 300,884,1

特別増減差額(10)=(8)-(9) 000,005 000,005△ 3△ 3△ 0 3△

当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 115,41 189,725,21△ 532,476,61△ 507,781,92△ 0 507,781,92△

前期繰越活動増減差額(12) 454,292,22 520,628,72 653,462,06 538,283,011 0 538,283,011

当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 569,603,22 440,892,51 121,095,34 031,591,18 0 031,591,18

基本金取崩額（14） 0 0 0 0 0 0

その他の積立金取崩額（15） 0 0 000,000,9 000,000,9 0 000,000,9

その他の積立金積立額（16） 0 000,002 000,000,5 000,002,5 0 000,002,5

次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 569,603,22 440,890,51 121,095,74 031,599,48 0 031,599,48
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第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和  8 年  3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　松風会

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部

当年
度末

当年
度末

前年
度末

前年
度末増　　減 増　　減

（単位：円）

流動資産 663,714,35 357,289,36 783,565,01△

  現金預金 865,430,13 409,801,53 633,470,4△

    現　　金 777,012 844,881 923,22

    普通預金 587,357,42 920,766,82 442,319,3△

    当座預金 006,453 120,835 124,381△

    定期預金 604,517,5 604,517,5 0

  事業未収金 006,784,9 099,675,61 093,980,7△

  未収補助金 894,337,21 958,692,21 936,634

  立替金 007,161 0 007,161

  その他の流動資産 0 0 0

    資金諸口 0 0 0

固定資産 095,849,073 925,416,193 939,566,02△

基本財産 619,142,921 082,151,931 463,909,9△

  建物-基本財産- 619,142,821 082,151,831 463,909,9△

  定期預金 000,000,1 000,000,1 0

その他の固定資産 476,607,142 942,364,252 575,657,01△

  建物－その他‐ 246,488,11 987,940,41 741,561,2△

  構築物 112,133,7 594,965,01 482,832,3△

  車輌運搬具 257,348 995,429,1 748,080,1△

  器具及び備品 696,369,7 342,128,9 745,758,1△

  権利 380,08 380,08 0

  ソフトウェア 0 005,83 005,83△

  退職給付引当資産 093,287,52 046,853,42 057,324,1

  人件費積立資産 000,000,64 000,000,05 000,000,4△

  修繕費積立資産 000,002,23 000,000,23 000,002

  備品等購入積立資産 000,000,01 000,000,01 0

  保育所施設・設備整備積立資産 000,000,89 000,000,89 0

  長期前払費用 009,02 009,02 0

  その他の固定資産 000,006,1 000,006,1 0

流動負債 419,108,02 253,192,81 265,015,2

  事業未払金 018,645,6 711,957,5 396,787

  １年以内返済予定設備資金借入金 000,884,1 000,884,1 0

  預り金 227,51 871,82 654,21△

  職員預り金 283,152,5 750,610,3 523,532,2

  賞与引当金 000,005,7 000,000,8 000,005△

    職員賞与 000,005,7 000,000,8 000,005△

固定負債 093,222,33 046,682,33 052,46△

  設備資金借入金 000,044,7 000,829,8 000,884,1△

  退職給付引当金 093,287,52 046,853,42 057,324,1

負債の部合計 403,420,45 299,775,15 213,644,2

純　　資　　産　　の　　部

基本金 039,420,22 039,420,22 0

  第一号基本金 000,894,51 000,894,51 0

  第二号基本金 039,625,6 039,625,6 0

国庫補助金等特別積立金 295,121,77 525,116,18 339,984,4△

その他の積立金 000,002,681 000,000,091 000,008,3△

  人件費積立金 000,000,64 000,000,05 000,000,4△

  修繕費積立金 000,002,23 000,000,23 000,002

  備品等購入積立金 000,000,01 000,000,01 0

  保育所施設・設備整備積立金 000,000,89 000,000,89 0

次期繰越活動増減差額 031,599,48 538,283,011 507,783,52△

（うち当期活動増減差額） 507,781,92△ 819,923,51△ 787,758,31△

純資産の部合計 256,143,073 092,910,404 836,776,33△

　資産の部合計 659,563,424 282,795,554 623,132,13△ 　負債及び純資産の部合計 659,563,424 282,795,554 623,132,13△



第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表
令和  8 年  3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　松風会
（単位：円）

流動資産 269,603,12 742,837,61 751,273,51 663,714,35 0 663,714,35

  現金預金 269,608,02 996,240,6 709,481,4 865,430,13 0 865,430,13

    現　　金 644,94 612,39 511,86 777,012 0 777,012

    普通預金 011,240,51 901,829,5 665,387,3 587,357,42 0 587,357,42

    当座預金 0 473,12 622,333 006,453 0 006,453

    定期預金 604,517,5 0 0 604,517,5 0 604,517,5

  事業未収金 000,005 081,482,5 024,307,3 006,784,9 0 006,784,9

  未収補助金 0 866,942,5 038,384,7 894,337,21 0 894,337,21

  立替金 0 007,161 0 007,161 0 007,161

  その他の流動資産 0 0 0 0 0 0

    資金諸口 0 0 0 0 0 0

固定資産 300,000,1 748,943,112 047,895,851 095,849,073 0 095,849,073

基本財産 000,000,1 889,838,26 829,204,56 619,142,921 0 619,142,921

  建物-基本財産- 0 889,838,26 829,204,56 619,142,821 0 619,142,821

  定期預金 000,000,1 0 0 000,000,1 0 000,000,1

その他の固定資産 3 958,015,841 218,591,39 476,607,142 0 476,607,142

  建物－その他‐ 0 523,491 713,096,11 246,488,11 0 246,488,11

  構築物 0 360,607,3 841,526,3 112,133,7 0 112,133,7

  車輌運搬具 0 057,348 2 257,348 0 257,348

  器具及び備品 3 378,199,4 028,179,2 696,369,7 0 696,369,7

  権利 0 380,08 0 380,08 0 380,08

  ソフトウェア 0 0 0 0 0 0

  退職給付引当資産 0 567,494,71 526,782,8 093,287,52 0 093,287,52

  人件費積立資産 0 000,000,02 000,000,62 000,000,64 0 000,000,64

  修繕費積立資産 0 000,002,62 000,000,6 000,002,23 0 000,002,23

  備品等購入積立資産 0 000,000,5 000,000,5 000,000,01 0 000,000,01

  保育所施設・設備整備積立資産 0 000,000,07 000,000,82 000,000,89 0 000,000,89

  長期前払費用 0 0 009,02 009,02 0 009,02

  その他の固定資産 0 0 000,006,1 000,006,1 0 000,006,1

資産の部合計 569,603,22 490,880,822 798,079,371 659,563,424 0 659,563,424

流動負債 0 338,118,11 180,099,8 419,108,02 0 419,108,02

  事業未払金 0 632,644,4 475,001,2 018,645,6 0 018,645,6

  １年以内返済予定設備資金借入金 0 0 000,884,1 000,884,1 0 000,884,1

  預り金 0 837,6 489,8 227,51 0 227,51

  職員預り金 0 958,858,2 325,293,2 283,152,5 0 283,152,5

  賞与引当金 0 000,005,4 000,000,3 000,005,7 0 000,005,7

    職員賞与 0 000,005,4 000,000,3 000,005,7 0 000,005,7

固定負債 0 567,494,71 526,727,51 093,222,33 0 093,222,33

  設備資金借入金 0 0 000,044,7 000,044,7 0 000,044,7

勘定科目 本部 みどり保育園西船みどり保育園 合計 内部取引消去 事業区分合計



  退職給付引当金 0 567,494,71 526,782,8 093,287,52 0 093,287,52

負債の部合計 0 895,603,92 607,717,42 403,420,45 0 403,420,45

基本金 0 039,420,22 0 039,420,22 0 039,420,22

  第一号基本金 0 000,894,51 0 000,894,51 0 000,894,51

  第二号基本金 0 039,625,6 0 039,625,6 0 039,625,6

国庫補助金等特別積立金 0 225,854,04 070,366,63 295,121,77 0 295,121,77

その他の積立金 0 000,002,121 000,000,56 000,002,681 0 000,002,681

  人件費積立金 0 000,000,02 000,000,62 000,000,64 0 000,000,64

  修繕費積立金 0 000,002,62 000,000,6 000,002,23 0 000,002,23

  備品等購入積立金 0 000,000,5 000,000,5 000,000,01 0 000,000,01

  保育所施設・設備整備積立金 0 000,000,07 000,000,82 000,000,89 0 000,000,89

次期繰越活動増減差額 569,603,22 440,890,51 121,095,74 031,599,48 0 031,599,48

（うち当期活動増減差額） 115,41 189,725,21△ 532,476,61△ 507,781,92△ 0 507,781,92△

純資産の部合計 569,603,22 694,187,891 191,352,941 256,143,073 0 256,143,073

負債及び純資産の部合計 569,603,22 490,880,822 798,079,371 659,563,424 0 659,563,424



 

別紙１ 

計算書類に対する注記（社会福祉法人 松風会） 

 

１．継続事業の前提に関する注記 

該当なし 

２．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

   ・満期保有目的の債券等‐償却原価法（定額法） 

   ・上記以外の有価証券で時価のあるもの‐決算日の市場価格に基づく時価法 

（２）固定資産の減価償却の方法 

   ・建物並びに器具及び備品‐定額法 

（３）引当金の計上基準 

   ・退職給付引当金‐・・・千葉県社会福祉事業共助会により計算した退職給付引当金を 

               計上している。 

   ・賞与引当金  ‐・・・本俸の約 1.2ヶ月分で計算した賞与引当金を計上している 

３．重要な会計方針の変更 

    なし 

４．法人で採用する退職給付制度 

  ①千葉県社会福祉事業共助会制度 

  ②独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度 

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分 

 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。 

(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第 1号第 1様式、第 2号第 1様式、第 3号第 1様式) 

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第 1号第 2様式、第 2号第 2様式、第 3号第 2様式) 

 当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため上記の内訳表は作成していない。 

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第 1号第 3様式、第 2号第 3様式、第 3号第 3

様式) 

(4)当法人の拠点区分の内容 

 ア 本部 

 イ みどり保育園（社会福祉事業） 

 ウ 西船みどり保育園（社会福祉事業） 

  各拠点区分共 1つのサービス区分 

６．基本財産の増減の内容及び金額 

  基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 
（単位：円） 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土地 0 0 0 0 

建物 138,151,280 0 9,909,364 128,241,916 

定期預金 1,000,000 0 0 1,000,000 

投資有価証券 0              0 0 0 

合計 139,151,280 0 9,909,364 129,241,916 

 

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 

なし 

８．担保に供している資産 

  担保に供されている資産は以下の通りである。 

    建物（基本財産）68,540,674円 



  担保している債務の種類及び金額は以下の通りである。 

    設備資金借入金（1年以内返済予定額含む）8,928,000円 

 

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 
   固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。   

     （単位：円） 

 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建物（基本財産） 278,043,930 149,802,014 128,241,916 

定期預金（基本財産） 1,000,000  1,000,000 

建物 27,072,500 15,187,858 11,884,642 

構築物 45,577,487 38,246,276 7,331,211 

車輌運搬具 10,416,380 9,572,628 843,752 

器具及び備品 49,753,191 41,789,495 7,963,696 

その他の固定資産（絵画） 1,600,000 0 1,600,000 

その他の固定資産（無形） 1,977,550 1,977,550 0 

    

合 計 415,441,038 256,575,821 158,865,217 

 

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 

   該当なし。 

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 

  満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 

（単位：円） 

種類及び銘柄 帳簿価額 時価 評価損益 

 0 0 0 

合 計 0 0 0 

 

 

１２．関連当事者との取引の内容 

関連当事者との取引内容は次のとおりである。 
種類 法人等の 住所 資産総額 事業の 議決権の 関係内容 取引の 取引金額 科目 期末残高 

 名称   内容 所有割合 役員の 事業上の 内容    

    又は職業  兼務等 関係     

            

取引条件及び取引条件の決定方針等 

該当なし 

１３．重要な偶発債務 

   該当なし 

１４．重要な後発事象 

   該当なし 

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 

   該当なし 

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び 

    純資産の状態を明らかにするために必要な事項 

   該当なし 

 

 

 



松崎　総一
ハイライト表示

松崎　総一
ハイライト表示



社会福祉法人

松風会

定款



社会福祉法人 松風会

定款

第１章 総則

（目的）

第１条 この社会福祉法人（以下「法人」という。）は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を

尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、

心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。

（１） 第２種社会福祉事業

  （イ） 保育所の経営

  （ロ） 一時預かり事業

（名称）

第２条 この法人は、社会福祉法人松風会という。

（経営の原則等）

第３条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正

に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向

上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。

２ この法人は、地域社会に貢献する取組として、子育て世帯を支援するため、無料又は低額な

料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。

（事務所の所在地）

第４条 この法人の事務所を千葉県船橋市市場４丁目１２番３号に置く。

第２章 評議員

（評議員の定数）

第５条 この法人に評議員７名以上を置く。

（評議員の選任及び解任）

第６条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任

委員会において行う。

２ 評議員選任・解任委員会は、監事１名、事務局員１名、外部委員１名の合計３名で構成する。

３ 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営について

の細則は、理事会において定める。



４ 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判

断した理由を委員に説明しなければならない。

５ 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、

外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。

（評議員の任期）

第７条 評議員の任期は、選任後４年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議

員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

２ 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任

期の満了する時までとすることができる。

３ 評議員は、第５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後

も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

（評議員の報酬等）

第８条 評議員に対して、各年度の総額が２１０,０００円を超えない範囲で、評議員会において別

に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。

２ 評議員には費用を弁償することができる。

第３章 評議員会

（構成）

第９条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。

（権限）

第１０条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分

(8) 社会福祉充実計画の承認

(9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

（開催）

第１１条 評議員会は、定時評議員会として毎会計年度終了後３ヶ月以内に 1 回開催するほか、必

要がある場合に開催する。

（招集）



第１２条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集

する。

２ 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招

集を請求することができる。

（決議）

第１３条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数

が出席し、その過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評

議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任

(2) 定款の変更

(3) その他法令で定められた事項

３ 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第 1 項の決議を行わなけ

ればならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 15 条に定める定数を上回る場合には、過半

数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することと

する。

４ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、評議員（当該事項について議決に加わることができる

ものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決

議があったものとみなす。

（議事録）

第１４条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人２名は、前項の議事録に記

名押印する。

第４章 役員及び職員

（役員の定数）

第１５条 この法人には、次の役員を置く。

（１）理事 ６名

（２）監事 ２名

２ 理事のうち１名を理事長とする。

３ 理事長以外の理事のうち、１名を業務執行理事とすることができる。

（役員の選任）

第１６条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

２ 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。



（理事の職務及び権限）

第１７条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

２ 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、

業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

３ 理事長及び業務執行理事は、毎会計年度に 4 箇月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行

の状況を理事会に報告しなければならない。

（監事の職務及び権限）

第１８条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

２ 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況

の調査をすることができる。

（役員の任期）

第１９条 理事又は監事の任期は、選任後２年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する

定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

２ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることがで

きる。

３ 理事又は監事は、第１５条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退

任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

（役員の解任）

第２０条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任するこ

とができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

（役員の報酬等）

第２１条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会におい

て別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

（職員）

第２２条 この法人に、職員を置く。

２ この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員（以下「施設長等」という。）は、理事会にお

いて、選任及び解任する。

３ 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。

第５章 理事会

（構成）

第２３条 理事会は、全ての理事をもって構成する。



（権限）

第２４条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては

理事長が専決し、これを理事会に報告する。

(1) この法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職

（招集）

第２５条 理事会は、理事長が招集する。

２ 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（決議）

第２６条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席

し、その過半数をもって行う。

２ 前項の規定にかかわらず、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）

の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を

述べたときを除く。）は、理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第２７条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

２ 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第６章 資産及び会計

（資産の区分）

第２８条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の２種とする。

２ 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。

（１）定期預金 １，０００，０００円

（２）千葉県船橋市市場４丁目２３４０番地及び２３４１番地

   所在の鉄筋コンクリート造陸屋根２階建

   みどり保育園園舎１棟（803.71 平方メートル）

（３）千葉県船橋市山野町１２０番地１４

         西船１丁目２１５番地７

   所在の鉄骨造陸屋根高床式平家建

   西船みどり保育園ホール１棟（221.43 平方メートル）

３ その他財産は、基本財産以外の財産とする。

４ 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第２項に掲げるため、必要な手続をとらな

ければならない。



（基本財産の処分）

第２９条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得

て、船橋市長の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、船橋市長の承

認は必要としない。

（１） 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合

（２） 独立行政法人福祉医療機構と協調融資（独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施

設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のため

の資金に対する融資をいう。以下同じ。）に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財

産を担保に供する場合（協調融資に係る担保に限る。）

（資産の管理）

第３０条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。

２ 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証

券に換えて、保管する。

３ 前項の規定にかかわらず、基本財産以外の資産の現金の場合については、理事会の議決を経て、

株式に換えて保管することができる。

（事業計画及び収支予算）

第３１条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、

理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

２ 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の

閲覧に供するものとする。

（事業報告及び決算）

第３２条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成

し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）

(5) 貸借対照表及び収支計算書（資金収支計算書及び事業活動計算書）の附属明細書

(6) 財産目録

２ 前項の承認を受けた書類のうち、第 1 号、第 3 号、第 4 号及び第 6 号の書類については、定時

評議員会に提出し、第 1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認

を受けなければならない。

３ 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間備え置き、一般の閲覧に供するととも

に、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1) 監査報告

(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類



(4) 事業の概要等を記載した書類

（会計年度）

第３３条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。

（会計処理の基準）

第３４条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会にお

いて定める経理規程により処理する。

（臨機の措置）

第３５条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとす

るときは、理事総数の３分の２以上の同意がなければならない。

第７章 解散

（解散）

第３６条 この法人は、社会福祉法第４６条第１項第１号及び第３号から第６号までの解散事由に

より解散する。

（残余財産の帰属）

第３７条 解散（合併又は破産による解散を除く。）した場合における残余財産は、評議員会の決議

を得て、地方公共団体または、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う学校法人及び公益財団法

人のうちから選出されたものに帰属する。

第８章 定款の変更

（定款の変更）

第３８条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、船橋市長の認可（社会福

祉法第４５条の３６第２項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。）を受けな

ければならない。

２ 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を船橋市長

に届け出なければならない。

第９章 公告の方法その他

（公告の方法）

第３９条 この法人の公告は、社会福祉法人松風会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞又は

電子公告に掲載して行う。



（施行細則）

第４０条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。

附 則

この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定

款に基づき、役員の選任を行うものとする。

理 事 長   松崎 節生

理   事   石井 はな

理   事   西出 功

理   事   金子 若松

理   事   中  潔

理   事   松本 力

理   事   高野 量有

理   事   金子 稔

理   事   武内 直次郎

理   事   田中 悦代

監   事   若松 繁夫

監   事   中台 茂

附  則

この定款は、千葉県知事認可の日（平成１４年 ７月１８日）から改正し施行する。

この定款は、船橋市長認可の日（平成１５年 ８月２６日）から改正し施行する。

この定款は、船橋市長認可の日（平成１８年 ８月２０日）から改正し施行する。

この定款は、船橋市長認可の日（平成２１年 ６月１１日）から改正し施行する。

この定款は、船橋市長認可の日（平成２２年 ８月 ９日）から改正し施行する。

この定款は、船橋市長認可の日（平成２３年 １月１４日）から改正し施行する。

この定款は、船橋市長認可の日（平成２４年 ３月２４日）から改正し施行する。

この定款は、船橋市長認可の日（平成２７年 ５月２１日）から改正し施行する。

この定款は、船橋市長認可の日（平成２８年 ２月２９日）から改正し施行する。

  この定款は、平成２９年 ４月 １日から改正し施行する。

  第５条で定める評議員の人数は、平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日までの間は

  「４名以上」とする。



社会福祉法人 松風会

役員及び評議員の報酬等に関する規程

（定義等）

第１条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに

よる。

（１）役員とは、理事及び監事をいう。

（２）報酬等とは、社会福祉法第４５条の３４第１項第３号に定める報酬、賞与その他

の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当であって、その名称のい

かんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。また、職員としての給与

は含まない。

（３）費用とは、職務遂行に伴い発生する旅費（交通費、宿泊費を含む。）及び手数料等

の経費であって、報酬等とは明確に区分されるものとする。

（報酬等の支給）

第２条 役員及び評議員の報酬等は、社会福祉法人松風会定款第８条及び第２１条に定め

るとおりとするが、原則無報酬とする。

（公 表）

第３条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に定める

報酬等の支給の基準として公表する。

（改 廃）

第４条 この規程の改廃は、評議員会の決議によって行なう。

附 則

この規程は平成２９年 ６月１７日から施行する。




